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Ⅰ 法人の概要 

 

設置校の所在地 

○ 武蔵野学院大学大学院（国際コミュニケーション研究科国際コミュニケーション専攻） 

武蔵野学院大学（国際コミュニケーション学部国際コミュニケーション学科） 

武蔵野短期大学（幼児教育学科） 

 〒350-1328 埼玉県狭山市広瀬台３－26－１ 

○ 武蔵野高等学校 

武蔵野中学校 

 〒114-0024 東京都北区西ヶ原４－56－20 

○ 武蔵野短期大学附属幼稚園 

武蔵野短期大学附属保育園 

 〒350-1321 埼玉県狭山市上広瀬 1110 

 

役員・評議員・教職員の概要 

［役 員］ 

      理事長  高橋  暢雄      監 事 中川   勉 

      理 事  西久保 栄司          小谷野ひろみ 

      理 事  清水  武信 

      理 事  伊藤  昌毅 

      理 事  林    猛 

      理 事  久保田  哲 

      理 事  五十嵐 由実 

［評議員］ 

  評議員 大久保 治男 他 16名 

 

Ⅱ 令和 4年度事業計画 

 

１．学院全体 

（１）建学の精神、理念・目的 

令和４年度も、新型コロナウイルス感染症により、見通しが立ちにくく、また想定外の

ことが生じるものと考えられる。だからこそ、我々教職員が建学の精神「他者理解」に立

ち戻ることが肝要であり、日々の教育活動に邁進することが求められる。 

したがって、本学院の建学の精神である「他者理解」については、各設置校において、

学生生徒、教職員等への周知を引き続き行っていく。また、新規採用者を対象とした新任

研修会等においても、周知徹底を継続する。この点は、後述の「広報活動」にも通ずるも
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のである。 

 

（２）理事会・評議員会・監事の役割 

 令和４年度も、関係法令や寄附行為等を遵守した理事会・評議員会を開催・運営してい

く。新型コロナウイルス感染症の感染対策を十分に講じた上で、対面での出席とオンライ

ンによる出席を併用する。対面・オンラインいずれの方法で出席する理事・評議員・監事

に対しても、事前資料を送付することで情報の遺漏を防ぎ、かつ発言機会の確保に留意す

る。 

 

（３）財務基盤 

 第一次五カ年計画に記されているように、令和６年度までに少なくとも学院全体の財務

状況を把握することが第一の目標となっている。新型コロナウイルス感染症の影響により、

収入及び支出の状況がイレギュラーなものとなっているものの、５月にまとまる決算を踏

まえ、事業活動収入に占める人件費比率や教育研究費比率、管理経費比率を検証する。あ

わせて、外部資金獲得申請も検討し、実施する。 

 もっとも、学院全体として、学生生徒の募集状況が思わしくなく、この点が財務上の大

きな課題になっていることは明らかである。教職員に対して、かかる現状を等身大で伝え

る機会を設け、学内の情報共有に努める。厳しい財務状況ではあるものの、西ヶ原地区で

は広報費を増額し、狭山地区では選抜制度の見直しを図るなど、学院全体で募集活動を強

化する。 

 

（４）施設管理 

 令和４年度も、施設の適切な修繕、優先順位を検討すべく、西ヶ原・狭山の両地域で武

蔵野学院キャンパス委員会（MGC）を開催する。また、改修工事を行う箇所を中心に、で

きうる限りのバリアフリー化に尽力する。 

令和４年度中に行う予定の主な工事等は以下のとおりである。 

①西ヶ原キャンパス 

○ ICT環境整備工事 

○ １、４、５号館 LED 交換工事 

○ ２号館プール真空式温水ヒータ機器入替工事 

○ ５号館空調改修工事 

②狭山キャンパス 

○ １号館 121教室改修工事 

○ １号館受水槽交換工事 

○ ２号館、各部署等 LED交換工事 

○ 幼稚園舎一部 LED 交換工事 
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（５）広報活動 

 第一次五カ年計画の通り、令和３年度中に学院のホームページがリニューアルされた。

このリニューアルを機に、適切な情報公開や定期的な更新が十分に行われるよう、各設置

校のホームページ担当者との連絡を密に取り合うこととする。また、単なる学校の宣伝に

とどまることなく、建学の精神である「他者理解」が、各設置校の教育にどのように落と

し込まれているのかを見つめ直し、武蔵野学院の教育のあり方も広報することに留意した

い。 

 

２．武蔵野学院大学 

 令和４年度は、本学が認証評価機関より評価を受ける年となる。前回の評価以降、各ポ

リシーの見直しや、教学、学生指導の在り方等検討してきた。中長期改革も作成し、その

計画に基づき改革を進めていく。認証評価に向けての自己点検を進める中で本学の現状を

把握し、今後に向けての議論を進捗させたい。 

 

（１）建学の精神、理念・目的 

 本学の建学の精神は、「他者理解」である。また、教育目的は、「教育基本法・学校教育

法及び建学の精神に基づき、教育を社会との関連において捉え、他者理解を根底においた

創造的な知性と豊かな人間性、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度及び

高度情報化社会に対応できる諸能力をそなえ、我が国及び国際社会の発展に寄与する主体

性のある人材の育成」（大学学則第一条）である。 

 これらについては、学生便覧やホームページ等に掲載しているほか、各教室に「他者理

解」という言葉を掲示している。また、新年度のオリエンテーションにおいて、新入生に

紹介する機会を設けてきた。令和４年度も、これらを通じて、学生への周知を図っていく。 

 

（２）カリキュラム・教学改革 

 令和４年度は、令和３年度同様に「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」に基づ

き、感染対策を十分に講じたうえで、対面授業を行っていく。 

 現行のカリキュラムは、令和元年度入学生より改めたものである。第一次五カ年計画で

は、現行のカリキュラム初年度の学生が卒業を迎える令和４年度より、カリキュラム・ポ

リシーと学生の興味・関心に乖離がないか、検討する場を設け、カリキュラムの見直し等

を議論することとしているので、それに着手する。成案として纏まるようにしていきたい。 

 国際化ビジョンは、令和３年度に更新した。従来の国際化ビジョンは、３年間を見通し

たものであったが、第一次五カ年計画と合わせるため、新たな国際化ビジョンは、令和６

年度までの４年間を見通したものとした。 

 ただし、新型コロナウイルス感染症のため、令和３年度に引き続き令和４年度も、アメ
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リカ、カナダの受け入れ大学から、海外研修を受け入れの見通しが立っていない。新型コ

ロナ感染症が落ち着き、受け入れが可能となった場合を想定して準備は遅滞なく行ってい

く。 

 

（３）学生支援・学生指導 

 令和４年度のオリエンテーションでは、「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」を

もとに、感染対策を徹底する。個別面談やクラブ活動、学生同士の懇親機会なども、感染

対策を講じながら推進する。学生生活満足度調査については、教務部やディスクロージャ

ーを中心に、これまで通り実施する。 

 現在、入学試験で優秀な成績をおさめた受験生には、授業料等を減免する特待生制度を

設けている。期間は１年間であり、２年次以降は、前年度の GPAに基づき、学年で上位５%

ほどの学生を特待生として改めて選考している。そのほか、海外研修の奨学金や TOEICの

受験料補助なども行なっている。第一次五カ年計画に基づき、これら制度の妥当性を令和

４年度も検証する。 

 大学では、英語教育強化の効果が表れ、語学に高い関心を持つ学生が増加傾向にある。

令和元年度に学内に English Lounge を仮設置し、AMUSE LUNCH TIME ENGLISH 

LIVE SESSIONを不定期で実施してきた。参加学生へのアンケート結果を踏まえ、令和 2

年度より２号館４階に移し、Global Communication Spaceと名称も変更した。参加学生が

少なくなっているので Global Communication Spaceの活用方法なども再検証する。 

 学生の自主的なクラブ活動は、新型コロナウイルス感染症の影響で積極的な活動は出来

なかったが、今年度は、その対策を講じた上での活動を支援していきたい。特に陸上競技

部については専任の監督とコーチが常時指導する体制で、高校時代に活躍し実績を残して

いる生徒や留学生で長距離走に優れたタイムを出している選手も入学し、着実に実績を残

している。ケニアからの留学生は令和３年 12月の福岡国際マラソンでペースメーカーを務

めた。 

今年度も、箱根駅伝の予選会突破を目標に日々のトレーニングを支援する。目標を定め

てそれに向けて真摯に努力している陸上部員の姿勢は、他の学生にも良き刺激になってい

るので今後共支援していく。 

 

（４）キャリア支援 

 １〜３年生には毎週、キャリア教育を行っている。就職活動解禁日を目途に社会人とし

ての職業観を熟成させると共に就職が内定するまでに準備しなければならないことを徹底

して指導した。就職部の教職員は勿論のこと、ゼミ担当教員とも協力して個人指導等を行

う。学生のなかには、就職活動に最初から消極的なってしまう事例もあるので、前向きに

積極的に活動が行えるようにサポートする。また、新型コロナウイルス感染症の影響から、

オンラインを用いた試験が増加するなど、採用方法も多様化している。この点も、就職部
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が主催するガイダンスや、個人指導を通じて周知していく。 

一連の教育活動を通じて、第一次五カ年計画にあるように、就職率 100％の維持を目指す。 

 

（５）研究推進 

 令和２年度より、個人研究費の規程を改定し、国内外の学会報告や海外の資料調査等へ

の支援を強化した。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、海外のみな

らず国内の学会も中止やリモート開催となるケースが多かった。令和４年度は、さまざま

な形式での学会の開催が見込まれるため、感染対策を講じた上で、各教員の研究活動を推

進させる。科学研究費助成事業等の説明会も引き続き行う。 

 また、研究倫理については令和２年度末に、二重投稿禁止などを規程に盛り込んだ。令

和 4年度も研究倫理を改めて大学院生も含めて徹底していく。 

 日本総合研究所は大学が開学と同時にスタートした。現在、経営品質研究所、EdTech研

究所、ヌーソロジー研究所が設けられている。研究所の定期的な合同研究も短期大学とも

協力して進める。研究の成果を、『武蔵野学院大学日本総合研究所研究紀要』として発刊す

る。 

 

（６）学生募集 

 ここ数年の学生募集の状況は、定員確保もしくは定員に近い学生数を確保できていた。

しかしながら、令和３年度は、定員の確保が難しい状況となった。そのため、教職員全体

にかかる危機意識を共有させつつ、広報活動を積極的に展開するとともに、各高校や塾等

への訪問の幅を広げる。また、令和４年度は、入試制度を大きく変更する。具体的には、

総合型選抜を専願総合型選抜と併願総合型選抜に分けて試験科目を見直し、学校推薦型選

抜の一部に減免制度を設ける。また、特待生選抜と一般選抜、大学入学共通テスト利用選

抜のWeb出願時の入学検定料を減額するほか、減免制度も一部変更する。一連の施策を通

じて、第一次五カ年計画に示された志願者数を目標に、定員確保を目指す。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年度は海外での入試を行えなかった。

令和４年度は、日本及び現地の感染状況に鑑み、適切に対応をする。 

 入試の運営面では、公正な入試業務を行うため、令和４年度も試行錯誤を重ねていく。

具体的には、令和３年度に整備した、試験問題の作成、試験時間、採点方法等などについ

て、その実効性や効果を検証し、PDCAサイクルを回していく。 

 

（７）地域連携・社会貢献 

 地域連携・社会貢献では、地域に開かれた大学を目指して、公開講座や大学祭の開催等、

積極的に例年通り大学の知を発信する。埼玉県教育委員会、狭山市教育委員会、飯能信用

金庫と連携して実施した「子ども大学」は、小学校４〜６年生を対象にして大学での知の

体験の場を提供する予定である。 
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 高等学校との連携ではコラボレーション講座を実施する。高校側のニーズを把握した上

で、高校生に大学の知のレベルを体験してもらい、高校の教科書で学ぶ内容と異なる、よ

り専門的で高度な知見を講義することによって、高校生自身の知的興味・関心を深めてい

けるようにする。なお、令和４年度より、コラボレーション講座に関する協定を新たに１

校と交わす予定である。 

 平成 21年度より実施している教員免許更新講習は、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、一時期開催は中止となったが。令和４年度は、開催する予定である。ただし、教員

免許更新講習については文科省が見直しの方針を示しているので、その方針が定まり次第、

それに従って行っていく。 

 もっとも、これらの地域連携・社会貢献は、新型コロナウイルス感染症の流行で、実施

が困難な場合が起こる可能性は否定できない。実施する場合も、万全の感染対策を講じる。 

 

（８）人事 

 専任の教職員全員が、担当職務や大学運営、自己評価に関する「チャレンジシート」を

作成し、それをもとに面談を行い、結果を大学改善につなげている。かかる試みは、認証

評価でも高い評価を受けており、第一次五カ年計画にあるように、令和４年度も継続する。

また、外国人教員比率 15％以上という目標も意識しながら、採用活動にあたる。 

 

３．武蔵野短期大学 

 令和４年度は、本学が認証評価機関より評価を受ける年となる。前回の評価以降、ポリ

シーの見直しとそれに則った教学や学生指導の在り方を検討してきた。中長期計画も作成

され、新たなアセスメント・ポリシー作成等で内部質保証システムの構築も進められてき

ている。認証評価に向けての自己点検を行う中で本学の現状を整理し、今後に向けて議論

を進めていきたい。 

 

（１）建学の精神「他者理解」の深化 

 本学の教育目的は、「教育基本法・学校教育法及び児童福祉法の定めるところに従い、建

学の精神『他者理解』に基づき、人間として真に自覚のある女性を育成すること」（学則第

一条）であり、教育活動の基本は、深く子供を見る目を持ち、子供の心を敏感に感じ取り、

子供を育てる多様な技を持つ保育者の養成である。 

 これらは「他者理解」という建学の精神に集約されている。いわゆる３つのポリシー（ア

ドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシー）も、建学の

精神を落とし込んだものとなっている。学生に対しては、「他者理解」という言葉の各教室

への掲示に加えて、「キャリア・ガイダンス」等でその意味を考える機会を設けて理解を深

めるよう指導を行う。また、「他者理解」の精神が学生はもちろん、全教職員の日々の活動

に反映されるよう点検をして、一層の深化を図っていく。 
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（２）カリキュラム・教学改革 

①３つのポリシーの運用 

3 つのポリシー（アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポ

リシー）については、その内容やそれぞれに基づく内部質保証の取り組み等を FD で確認し

ている。中でもディプロマ・ポリシーについては、教員間で確認をしながら学生に対して

意識付けを行ってきた。令和 4 年度も「キャリア・ガイダンス」等を中心に、2 年間の学び

とディプロマ・ポリシーとの関連を具体的に示しながら、入学から就職支援まで一貫した

指導を行っていく。 

②カリキュラムの見直し 

 令和 3 年度には教職課程や保育士養成課程関わる科目の整理を行った。しかしながら、

基礎科目の見直しについて議論が保留となっている。現在の基礎科目に関するカリキュラ

ムが高等教育機関として、また保育者養成校として今後十分に使命を果たしうるものであ

るのか、学生の関心と乖離していないのかなどの観点から、令和 4 年度には基礎科目のカ

リキュラムの見直し等の議論を行う。 

③卒業認定プログラムの充実 

「キャリア・ガンダンスⅣ」で行われている「卒業認定プログラム」は、ディプロマ・

ポリシーと強く関連づいている取り組みである。令和 4 年度も引き続き、新任を除く全て

の専任教員が指導担当者となり、自身の専門領域にしたがって学生の関心に沿った探究活

動を行う。また、活動の成果については年度末に成果発表会を実施する。 

④教育実習・保育実習の充実 

新型コロナウイルス感染症の影響から実習先や期間の変更を余儀なくされ、個別の対応

が求められる状況は令和 4 年度も続くと思われる。実習指導担当者だけに負担がいくこと

がないように、全専任教員が実習部員であるとの意識のもと対応にあたる。 

指導にあたっては、専任教員全員で執筆した『実習の手引き（2022 年度改訂版）』を活用

し、令和 4 年度も実習を単発で終わらせることなく、授業での学びと結びつける視点を醸

成する事前・事後指導の見直しと改善を行う。こうした実習に関連した事前から事後まで

の一貫した指導の流れを「実習スマイルプログラム」と名付けた。新たな取り組みをプラ

スするものではないが、現状行っている日常的な指導が実習と結びついていることを教員

が意識し、今後も学生が安心して実習に望めるような指導の在り方を考えていきたいと思

う。 

⑤学習ルーブリックの活用 

令和 2 年度より学習ルーブリックの活用に取り組んできた。令和 3 年度の一部教員の授

業科目での試験的活用を経て、令和 4 年度には専任教員全員が自身の担当科目において、

１科目以上で学習ルーブリック活用を行うこととする。活用の方法や効果について、FD 科

会で共有することで、今後につなげていきたい。 
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⑥FD・SD 研修の強化 

 本学では、教職員の職能成長を図るための FD 科会を実施している。従来、個々の学生に

関する事項や部署間の情報共有から学生指導に関して検討することが主な内容であったが、

令和 2 年度からは、3 つのポリシーに基づく様々な教学のあり方を考える機会として活用さ

れている。令和 4 年度も、第一次五カ年計画の目標達成のための取り組みや、アセスメン

ト・ポリシーに則った学習成果の可視化に関する議論の場として実施していきたい。 

 

（３）学生支援・学生指導 

①担任と学生相談室との連携 

保育者になるという目標に向かう学生の悩みや問題を敏感に察知し、早期に対応するた

めに力を発揮するのが担任制度である。これまで通り、担任は学年ごとの担任会を実施し

学生への理解を深め、有効な援助の方法を検討していく。その情報は FD 科会で全教職員に

共有する。また、学生の悩みや問題によっては、公認心理士の資格を持つ学生相談担当者

とのコンサルテーション活動につなげていき、より効果的な学生支援を行う。 

②入学前教育 

 入学前教育は翌年度から開始される保育者を目指す学生生活に向けての意識を醸成し、

不安を取り除くために意義が認められるもので、令和 4 年度も 2 月に実施する予定である。

事前課題の内容や面談形式等について検討が行われており、引き続き議論を行っていく。

また、入学前生徒へのパンフレット「自己実現に向けて」配布は、第三者評価において「優

れた試み」として評価された。令和 5 年度版も内容の見直しと改善を行い、配布を継続す

る。 

③ボランティア活動の支援体制の確立 

 保育者養成校として、地域の教育・保育・子育て支援活動に積極的に関わることが求め

られる。しかし、学生のボランティア活動について組織的な支援ができていない現状があ

る。令和 3 年度のポータルサイトを活用したボランティア情報の集約と学生への周知に関

しての議論を踏まえて、令和 4 年度には実際的な運用について取り組んでいきたい。 

④学年別保護者懇談会の開催 

 新型コロナウイルス感染症の影響で 2 年間実施を見送った保護者懇談会を、令和 4 年度

には実施すべく計画している。学年ごとの指導に沿って、就職活動が本格化する前の 7 月

に 2 年生、初めての実習を控えた 10 月に 1 年生の保護者懇談会を実施予定である。保護者

懇談会は、教員が保護者に向けて学修支援の理解と協力を求める機会となる。保護者は、

保育者を目指すためのカリキュラムや実習の重要性、就職活動について知らないことが多

い。また学生と十分な関わりが持てておらず、学生の短大における学修状況についてわか

らずに不安に思っている保護者も多い。教員と保護者が対話をするのはもちろん、保護者

同士が懇談をする場を設けることでそうした不安解消に資する会にすべく準備をすすめて
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いく。 

 

（４）キャリア支援 

①キャリア教育の充実 

令和２年度より従来の「初学者講習」を「キャリア・ガイダンスⅠ」とし、２年間にわ

たる長期的視点で「キャリア・ガイダンス」の４科目をカリキュラムとして実施し、キャ

リア形成を行っている。保育者としての汎用的能力の養成を行うために、読み聞かせプロ

ジェクト活動を組み込み、上記の卒業認定プログラムもカリキュラムの中に位置づけて実

施している。本学のディプロマ・ポリシーに沿って、幼児教育・保育の専門職業人を目指

す多様な活動を組み入れながら、学科として 98％の両免取得率を目標とする。 

また、両免に社会福祉主事任用資格の取得をめざすことを原則としながらも、令和４年

度より学生の将来的可能性を広げるために、新たな資格取得を支援する取り組みを開始す

る。具体的には、資格に関する情報の提供や、資格ごとの窓口となる担当教員の配置、取

得希望学生の支援を行っていく。 

②就職活動支援 

「キャリア・ガイダンス」での集団的指導に加えて、全専任教員が就職部員として、学

生一人ひとりが自身の特性を生かした就職活動を行っていけるよう個別の支援を実施する。

各専任教員が８人程度の学生を担当する地域担当制度を継続し、きめ細かい就職支援を従

来通りに行いながら、就職率 100％を目標とする。 

また、適切な就職先と学生をマッチングさせるためには、実習評価など実習指導との連

携が重要である。実習就職部会で、情報を教員間で交換共有する。 

令和 2 年度から実施した卒業生調査については、回収率や結果の活用等で課題は残るが、

数年間のデータ蓄積を目的として令和 3 年度に引き続き令和 4 年度も実施する予定である。 

 

（５）研究推進 

 教員は担当科目に関する十分な能力を有することが求められる。カリキュラム変更等に

ともない、専門領域に縛られて担当する授業がなくなるという事態があってはならない。

研究の間口を広げながらも、必要な業績を積むための不断の努力を求めていく。 

学生に 2 年間で保育者としての専門性の基盤となる資質能力を身に付けさせ、同時に汎

用的な職業能力を育むためには、優れた教育指導のできる教員の存在が不可欠となる。科

学研究費助成事業等の競争的資金への申請を督励し、武蔵野学院大学の日本総合研究所で

の共同研究、個別研究の成果を各学会や紀要等に積極的に発表していくよう呼びかけてい

く。 

 

（６）学生募集 

女子の四年制大学への進学者が増加している一方で、女子短期大学への進学者は激減し
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ている。今後もこの四年制大学志向の高まりや専門学校との競争激化の中で、定員確保は

厳しい状況が続くと思われる。学生募集担当者からの働きかけもあり、教員の危機感は強

い。   

令和 4 年度に向けては、より幅広い層から入学者を受け入れることができるように入学

者選抜制度が見直された。具体的には、受験生がより取り組みやすいように出題課題が工

夫されたり、大学入学共通テスト利用選抜が新設されたりしている。さらに、入学金等が

一部減免となる特待生の範囲をひろげるとともに、その基準を明確化した。 

入学者選抜の制度の見直しだけではなく、本学の教育そのものが学生にとって魅力的で

あることが何よりも学生募集には有効であると考える。先述した「実習スマイルプログラ

ム」は、学科全体で取り組むきめ細かで、学生個々に目を向けた実習指導を包括的に捉え

るもので、本学の特長ともいえる。また、新たな資格取得支援も、受験生にとってより多

様な将来像をイメージできる取り組みとなり得る。 

令和 4 年度は令和 5 年度入学者の定員充足に向けて、全専任教員が学生募集担当である

という強い意識のもと、模擬授業や広報活動、そして日々の学生指導に取り組んでいく。。 

 

（７）地域連携・社会貢献 

 新型コロナウイルス感染症の対策をとりながら、令和 4 年度には公開講座、コラボレー

ション講座、子ども大学さやまについて実施の予定である。状況を見極めながら実施を目

指すとともに、次年度にむけても参加者や関連機関と改善の議論を継続していく。 

 

（８）その他 

①附属幼稚園・保育園との連携 

 附属幼稚園・保育園との強い連携は本学の強みである。実習園や就職先としてはもちろ

ん、短大教員と幼稚園教員・保育士の共同による子ども研究の場でもある。授業でも、附

属幼稚園・保育園の活用がすすめられている。令和 4 年度も、相互にとってこの強い関係

性が良い効果を生むように連携を強めていきたい。 

②武蔵野学院大学・武蔵野中学高等学校との連携 

 武蔵野学院大学は同敷地内の中にあるだけではなく、両大学を兼任する教職員も多い。

大学授業の改善等にかかわるだけではなく、日本総合研究所で共同研究も行われている。

武蔵野中学高等学校においても教員が兼任している。相互に教育的資源として活用しあう

ことを令和 4 年度も継続していく。 

③自己点検の実施 

 認証評価に向けて平成 31 年度より自己点検評価を実施し、報告書を作成している。ディ

クロジャー担当を中心としながらも、教職員全員で評価・改善に関わり、認証評価に向け

ての自己点検・評価を実施していく。 
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４．武蔵野学院大学大学院 

 第一次五カ年計画にのっとり、令和２年度より博士前期課程のカリキュラム変更の検討

に着手した。カリキュラム検討委員会を設け、院生の履修状況や研究テーマを踏まえて、

新カリキュラム案を作成し、令和３年度中の学則変更を行った。令和４年度は、新カリキ

ュラムの円滑な実施に努めるとともに、今後その検証を行っていきたい。 

 令和４年度も、院生に対して、７月と２月に行われる研究発表会で研究の進捗状況を報

告させると同時に、研究内容の進捗状況を報告する機会を設ける。この研究発表会におい

て、研究指導教員以外の教員からも質疑を通した指導を受け、新たな研究視点や資料の発

見に役立てるようにする。 

 博士論文は３年間の在籍で纏めることが容易でないことから、単位取得後も在籍を延長

し、その完成を目指して努力する院生が出てきている。指導教授を通して、この様な院生

に対しても、定期的に研究指導を行うようにする。 

 もっとも、院生の多くは留学生であり、新型コロナウイルス感染症の影響から、院生の

募集活動には大きな影響を受けた。また、令和４年度も中国等から日本への入国が円滑に

いかない院生がいることも想定される。募集活動の見直しや院生への丁寧なケアが、引き

続き肝要となる。 

 第一次五カ年計画に関連するその他の点、研究推進や人事等については、「２. 武蔵野学

院大学」と重複するため、ここでは割愛する。 

 

５．武蔵野中学高等学校 

 第一次五カ年計画を踏まえ、令和４年度は中学、高等学校共にその機能を以下のような

計画を基に遂行していく。 

 

（１）建学の精神、理念・目的 

 中学・高等学校では、「他者理解」という建学の精神・理念のもと、「教育基本法の精神

に則り併設形中高一貫校として小学校・中学校を卒業した男女を心身共に健やかな自由で

責任感に富む公人に育成」（本校学則第３条）を目的として全ての教育活動が行われている。

「他者理解」については、自分は他者によって生かされていることを前提に、自分がいか

に相手の立場や状況を理解したうえで他者を思いやれるか、という点に配慮した指導を令

和４年度も続けていく。一言で他者を理解するといってもこれは簡単なことではなく、相

手の状況や立場を踏まえた上での理解でないと、それは単なる自分勝手な思い込みに過ぎ

ないことを、いかに具体的に実感として生徒が受け止められるかが課題である。そういっ

た他者との関わりに関しては「良い」「悪い」だけではなく、その他者のあらゆる可能性に

着目し、面倒がらずに向き合い、その可能性を前提とした対話をしていくことが大切であ

るということを、令和４年度も学校生活での様々な場面において具体的に提示していく。 
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（２）カリキュラム・教育内容の見直し 

 中学では、中学・高等学校の６年間は人生に大きく影響する重要な成長期間と捉え、大

学入試の力をつけるだけでは本当の力は育たない、グローバル化やデジタル化が加速し驚

くべきスピードで変化する社会に対応し生きていける力こそが、今後社会で活躍するため

に必要な力であると考える。第一次五カ年計画にもあるように、令和３年度より全面実施

された新学習指導要領に対応すべく令和４年度も以下の３つの力を重点的に育成していく。 

①実戦的英語力 

 「LTE」(Leaning Through English)を軸として、基本的な英語力に加えて「他人の話を

聞く」「自分の考えを伝える」という、これからのグローバル社会で必要とされているスキ

ルを養成する。 

②コミュニケーション力 

  たくさんの人との関わりの中で、幅広い意見に柔軟に耳を傾ける力や、自分の意見や考

え方を正確に伝え、相手に理解してもらう力を鍛えていく。 

③自己実現力 

  目標を設定し達成するという、学びの楽しさを伝え習慣化していく。また。講座や施設

も充実させることで、自ら学び取り組む生徒を支援する。 

  高等学校では、個人の特性に合わせて選べる２つのステージごとの特徴を令和４年度以

降もより明確化することによって生徒の学校生活や学習に対する意欲や向上心を高めてい

きたい。「特進ステージ」においては、全般的に大学受験を意識した効率的な授業設計を進

めていく。より高度な学力を目指すために通常授業の後に行う７限目講習の内容について

も、生徒一人ひとり成長に合わせて実践的な問題に取り組むことができる環境を提供して

いきたい。また講習の内容についても今後の大学入試改革の動向を見据えながら適宜マイ

ナーチェンジを加えていく。その他、合同勉強会の実施にも更に力を入れていくなどより

細かな学習指導を行っていきたい。「進学ステージ」では、できることを前提としない授業

を意識し質問などがしやすい環境を作り上げていくことで基礎的な学習を繰り返しながら

大学進学に必要な学力を身につけていくといった理解度に合わせたきめ細やかな指導を目

標とする。教員は生徒ひとりひとりの学習状況をセルフチェックノートや授業で確認し、

理解が不十分な時は丁寧な質問対応と放課後学習で復習するなど、苦手意識を持つ前にサ

ポートをしていく。また、高等学校では新指導要領が令和４年度より全面実施となるが、

新設された科目の確認、再検討、他の選択科目の見直しなどの微調整、再確認を適宜行っ

ていく。 

中学・高等学校ともに生活面での指導においては、前述の「他者理解」の精神をもとに、

基本的生活習慣の確立を軸とした登校等の時間厳守、挨拶励行、清掃の徹底等、今まで本

校が行ってきた生活指導を確実に継続していくことによって、人としての社会性も醸成し

ていきたい。令和４年度以降も教員が学習指導・進路指導にかける時間が質的にも量的に

も割かれる状況が生ずることは容易に想像できるが、だからといって本校としての生徒指
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導の根幹が変わるわけではない。学院内の研修などを通じて、指導におけるバランスや、

本校の教育理念の再確認など、特に若い世代の教員たちの育成にも力を入れていく。 

 

（３）キャリア教育・進路指導 

 中学は併設型中高一貫校という特性を生かし、６年後、10 年後の自分を具体的にイメー

ジできるようにキャリア教育としての職業体験を毎年実施している。また大学進学を視野

に入れた指導として、令和３年度は新型コロナウイルス感染症の影響で行えなかったが、

令和４年度も中学２年生を中心に本校併設の大学・短大が実施している大学祭への参加を

計画している。生徒たちがより具体的なイメージをもとに進路選択ができるよう、併設の

大学・短大を有する学院としての優位性をさらに生かしていく。 

 大学受験、特に一般試験への対応として本校とスクール TOMAS との業務提携によって

運営される「武蔵野進学情報センター」の運用方法を令和４年度以降も、段階的に見直し

ていく。 

また、令和２年度より実施された大学入試改革に対応するべく、英語における４技能評

価への対策としての資格・検定取得について、過去数年の本校生徒の主な受験、合格実績

などをもとに、令和４年度に明確な資格・検定取得率の具体的な数値目標を設定したい。 

 

（４）生徒募集 

中学の生徒募集については、従来の公立小学校や中学校とは別の学校種として義務教育

学校を新設するとともに、「小中一貫型小学校・中学校」も制度化されるなど、本校規模の

私立中学校の募集状況は相変わらず非常に厳しいものとなっている。一方、社会貢献・地

域貢献の一貫として行なってきた地域の小学生を対象とした本校主催の様々な体験イベン

ト（パソコンプログラミング体験・理科実験教室・書き初め教室等）は年々参加者が増加

し、これらのイベントをきっかけに本校を受験した生徒も徐々にではあるが増えてきてい

る。第一次五カ年計画にもあるように、令和４年度も今まで以上に地域との連携を意識し

ながら各種イベントを実施していく。こうした取り組みの他に、主な中学の募集は近隣学

習塾への広報活動が挙げられる。ポスターやパンフレットなどのツールの作成についても

費用対効果を考慮しつつより有効活用できるように令和４年度も校内の様々な意見を取り

入れながら改良していく。 

  高等学校の募集については、通学圏内の公立中学校への広報活動が主となる。令和４年

度も効率の良い広報活動ができるよう前述したツールの見直しや訪問時期の確認など地域

の公立中学校との連携の中で精査していく。また、学校説明会について、令和３年度は新

型コロナウイルス感染症の影響により年度当初の動員目標数を大きく下回る結果となって

しまった。令和４年度も新型コロナウイルス感染症の影響により急激な好転は見込まれな

いなか、学校説明会の企画運営の見直しが急務である。現状具体的な施策は模索中である

が、個別面談を軸に多くの受験生との対話ができる機会を増やしていきたい。 
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中学・高等学校ともにホームページは生徒募集における極めて重要な媒体である。ホー

ムページのリニューアルについては、第一次五カ年計画を元に、令和２年度に業者選定や

内容の検討が終了し、令和３年度から新しいホームページの運用をスタートすることがで

きた。令和４年度も最新かつ必要な情報を受験生に届けることのできるように更新の頻度

を増やしていく。 

 

６．武蔵野短期大学附属幼稚園・保育園 

 幼児教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、義務教育及びその

後の教育の基礎を培うものである。幼稚園・保育園はその基本事項とともに、第一次五カ

年計画及び建学の精神「～他者理解を根底においた創造的な知性と豊かな⼈間性～」の理

念のもと、乳幼児期にその土台を築き芽生えを培うために、教育・保育等を以下の通り進

めていく。 

 

（１）教育・保育改革 

世界の日常を変えた新型コロナウイルス感染症は教育・保育の日常にも多大な影響を及

ぼしている。令和３年度もその影響を踏まえた対応が求められる。一方で、世界的なこの

危機はこれまでの教育・保育を根底から見直し、幼稚園・保育園共にさらなる改革を一歩

進める好機でもある。 

〇幼稚園では、令和２年度の具体的な感染対策から得た行事実施等の経験知や知見を今

後に活かし改革を進める。一例を挙げる。行事の多くは学級・学年毎の分散形式で実施さ

れたが、一人ひとりの子供理解ときめ細かな指導を充実させ、ひいては日常の保育の質の

向上を促した。今後こうした数多の実態を踏まえ教育課程の再編成・指導計画の作成に活

かし、一人一人の園児の健やかな成長を促し、教育改革を進める。 

 〇保育園では、開園後の３年間、全体的な計画や個別の指導計画等について、PDCA サ

イクルに基づき見直し・改善を図ってきた。令和３年度は、その実績を土台に、安全・安

心に十分配慮し、園児の最善の利益が図れるようより豊かな保育の質を担保していく。ま

た、保育士等のライフステージに応じた園内外の研修を推進し、さらなる保育の改革を目

指す。 

 

（２）園児募集 

園児募集に関しては、幼稚園と保育園とでは若干事情が異なる。 

〇幼稚園では就園対象年齢児の減少傾向が続く。減少要因の一つに社会の要請に呼応し

た共働き家庭の増加や市における１号認定の提供体制の充足が挙げられる。そのため今後

は、魅力ある幼稚園として、さらなる預かり保育の充実や広報活動の拡充等を視野に具体

策を模索し推進していく。 

〇保育園の就園児の決定は保護者の希望を考慮し市側の裁量で行われる。狭山市内には、
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保育ニーズの増加を受けて、令和６年度までに５つの保育施設が増設される。保育を必要

とする地域の保護者のニーズに応えるべく、保育内容の充実を図ることで、園児募集に向

けて尽力する。 

 

（３）併設校との連携 

武蔵野短期大学附属の施設として、学院各校との密なる連携は重要である。先ずは、同

一施設内である幼稚園・保育園間の連携・協力を推進する。園児同士の交流、教職員間の

協力、保育・教育の発達に応じた一貫性の継続、園舎や園庭等の施設の共有等に尽力する。 

武蔵野短期大学、武蔵野学院大学、武蔵野中学・高等学校とは、教育・保育実習生の受

け入れによる連携、インターンシップ学生の受け入れによる連携、教職員同士の一層の連

携・協力等に尽力する。 

 


